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北九州市監査公表第１４号  

令和７年１１月１７日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         梅 田 久 和  

同         鷹  木  研一郎  

同         大久保  無 我  

 

包括外部監査人の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので

、地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、次のとおり公表する。 

 

１ 外部監査の種類 

  包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件 

  北九州市の市営バスを中心とした公共交通施策に関する財務事務の執行に

ついて 

 

３ 監査の期間 

  令和６年７月１日から令和７年１月２９日まで 

 

４ 監査公表の時期 

  令和７年３月２５日（令和７年監査公表第５号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 固定資産台帳の情報更新 

（交通局総務経営課） 

 固定資産台帳に登録されている土地

の内容（所在地）と地番および登記内

容を閲覧できる専用サイトの情報（所

在地）が一致していない。 

 一致していない理由として、担当部

課において過年度、固定資産台帳の情

報が適時に更新されていないことが主

因である。 

 担当部課にて固定資産台帳の更新作

業を定期的な頻度（例．年度毎、３年

に１回など）で実施することが必要で

ある。 

 

 

 監査の意見を踏まえ、令和６年度中

に当該土地の登記簿謄本を取得・確認

し、固定資産台帳の修正を実施した。

今後、同様の事例の発生を防止するた

めに、年度ごとに確認作業を実施する

。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 登記内容の情報更新 

（交通局総務経営課） 

 専用サイトに登記されている所有者

が若松市で登記されている状況である

。 

 更新されていない理由として、担当

部課において過年度、登記内容の確認

作業を実施されていないことが主因で

ある。 

 担当部課にて登記内容を適時に更新

することが必要である。 

 

 

 監査の意見を踏まえ、法務局に対し

登記嘱託書を提出し、所有者を北九州

市に更新した。今後、同様の事例の発

生を防止するために、年度ごとに確認

作業を実施する。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 固定資産の実査の未実施 

 （交通局総務経営課・運輸サービス

課） 

 固定資産について規程はあるものの

、現物確認については明文化されてい

ないため現状、定期的な固定資産実査

が実施されていない。 

 また、備品（取得時に費用処理され

る少額のものおよび固定資産に計上さ

れる高額のもの）には個別に管理番号

の付されたシールが添付されているも

のの、それ以外の貸借対照表に計上さ

れている固定資産には管理番号の付さ

れたシールが添付されていない。 

さらに備品に添付されているシールの

管理番号は固定資産台帳の資産番号と

は異なる番号であるため、固定資産の

現物と台帳の照合が容易ではない。 

 交通局では営業所や整備工場等の土

地建物、バス等の車両、バス停、整備

用の機械工具備品など事業に不可欠な

固定資産を多数保有しており、質的重

要性は高い。また、固定資産の計上額

は１１億円超と総資産の６割以上を占

めており、金額的重要性も高い。従っ

て、交通局にとって固定資産の現物管

理は非常に重要であり、固定資産台帳

に計上されている資産の実在性を確か

めることが必要である。そのためには

固定資産の実査を定期的に固定資産台

帳と現物の照合を実施する必要がある

。 

 

 

  

監査の意見を踏まえ、局内へ通知し

、令和７年５月末までに、各所属にお

いて固定資産の実地照合を行った。 

 また、実地照合にあわせて、資産番

号を付したシールの貼付を行った。 

 今後も年に１回、固定資産台帳記載

事項と固定資産の実態とを照合するこ

とにより、適正に現物管理を行ってい

く。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 なお、固定資産の実査を効率的・容

易にするために固定資産現物に固定資

産台帳と同じ資産番号を付したシール

の貼付をすることも望まれる。そうす

ることによって例えば担当者の交代等

があっても有機的に固定資産の現物と

台帳を相互に照合することが可能とな

る。なお、固定資産の件数が膨大であ

るため、実査にあたっては実務上の負

担を軽減するため、２年目以降は部分

的に実査を行い複数年をかけて全体を

実査する方法を採用することも考えら

れる。 

 また、現物管理の実効性を高めるた

め、例えばＩＣタグ、バーコードなど

を利用した備品管理システムを導入す

ることも考えられる。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 固定資産の除却漏れ 

（交通局総務経営課・運輸サービス

課） 

 固定資産の実査が実施されていない

ため、固定資産現物の除却処理が漏れ

る可能性がある。実際、監査人が固定

資産の現物を実査したところ、現物が

存在しない固定資産が検出された。現

物が存在しない固定資産は速やかに除

却処理を行うとともに、今後、除却処

理漏れが発生しないよう除却時のルー

ルを徹底することが必要である。 

 

 

  

指摘を受けた「存在しない固定資産

」については、令和６年度決算におい

て除却処理を行った。除却時のルール

については、北九州市交通局会計規程

第１１８条に「固定資産を処分したと

きは、固定資産除却届を作成し、総務

経営課長に提出しなければならない」

と規定しているが、指摘を受けた固定

資産については固定資産除却届が作成

・提出されていなかった。 

 このため、令和７年３月に局内へ通

知し、除却後速やかに報告書を作成す

ることについて徹底を図った。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 固定資産の取得原価の範囲の明確化 

 （交通局総務経営課） 

 固定資産の取得原価は、その後の減

価償却計算の重要な基礎となるため、

取得原価の決定は重要な論点となる。

この点、令和５年度に取得したＥＶバ

スの取得原価にリサイクル料金および

自賠責保険料が含まれている。「北九

州市交通局会計規程」では、有形固定

資産および無形固定資産の帳簿価額は

、その取得に要した直接費および間接

費の合計額とされている。また、「地

方公営企業が会計を整理するに当たり

よるべき指針」によれば、取得原価は

、原則として当該資産の引取費用等の

付随費用を含めて算定した金額とされ

ている。付随費用には引取運賃、荷役

費、運送保険料、購入手数料、据付費

、試運転費など資産の取得に要した費

用が含まれる。この点、リサイクル料

金は廃車時の費用を前払いする預託金

であるため、いったん長期前払費用等

の勘定科目に計上し、廃車時に費用処

理する必要がある。また、自賠責保険

料は取得というより所有により発生す

る費用であり、さらに保険期間とバス

の減価償却期間は異なるため自賠責保

険料を取得原価に含めると実際の保険

期間とは異なる期間にわたって保険料

が償却（費用化）されることになり、

実態と合わない。よって、リサイクル

料金および自賠責保険料は固定資産の

 

 

 監査の意見を踏まえ、ＥＶバスのリ

サイクル料金と自賠責保険料について

、下記のとおり修正仕訳を行い、リサ

イクル料金は固定資産のリサイクル預

託金として、自賠責保険料は費用とし

て振り替えた。 

 ＥＶバスの取得原価もリサイクル料

金と自賠責保険料を除いて令和６年度

に償却を開始した。 

 

リサイクル料金 

（借方）リサイクル預託金３４，４４

０円 

 ／（貸方）車両費３４，４４０円 

 

自賠責保険料 

（借方）過年度損益修正損３４，１０

０円 

 ／（貸方）車両費３４，１００円 

 

 今後、リサイクル料金や自賠責保険

料など車両購入に伴う支出の区分につ

いては、令和６年度以降、総務省の通

知等を参考に適正処理する。 

 なお、車両を除く固定資産の取得は

、建築物や設備の改修工事、バス停設

置、車両備品搭載、機械装置設置など

が考えられるが、これらの固定資産に

ついては、現時点では付随費の発生は

想定し難いことから、例を明記するな
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

取得原価に含めるべきではないと考え

られる。 

 固定資産の取得原価の決定にあたっ

ては取得のために要した費用であるか

どうかを慎重に検討することが必要で

ある。現状の交通局会計規程では、取

得原価の範囲が曖昧であるため、付随

費用を明確に定義し、付随費用に含め

るもの、含めないものの例を明記する

などの対応が望まれる。 

どの対応は行わないこととする。 

 いずれにしても、固定資産の取得原

価の決定にあたっては、取得のために

要した費用かどうか、事案ごとに慎重

に検討する。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 保証金証書の記載内容の変更漏れ 

（交通局総務経営課） 

 全旅協クーポン会加入保証金の証書

の住所が福岡県北九州市小倉北区大手

町１番１号と記載されていた。当該住

所は交通局管轄の旅行センターが設置

されていた場所であり、令和５年度に

おいてセンターは存在しない。よって

、当該保証金の証書の住所を交通局の

現住所へ変更することが必要である。 

 

 

 保証金証書の記載内容変更漏れにつ

いては、関係機関へ変更手続を申請し

、完了した。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 領収書の管理の不備 

 （交通局運輸サービス課） 

 若松営業所で管理している領収書綴

を通査閲したところ、下記が発見され

た。 

 ●領収書の原本がなく、控えが白紙

のまま保管されているもの 

 ●領収書控に領収日の押印のあるも

のとないものの混在 

 領収書は現金に代わるものであり、

書き損じ等の場合には原本は廃棄する

ことなく書損処理を行った上で保管し

ておく必要がある。 

 また、領収日を明らかにするために

領収日の押印を確実に残しておく必要

がある。 

 

 

 監査の意見を踏まえ、領収書の書損

処理等について、全ての営業所・案内

書窓口に通知し、周知徹底を図った。 

 また、月末の各案内所巡回時に、所

管する担当職員による処理状況の確認

を行うこととし、営業所窓口について

は、月末処理時に営業所長により処理

状況の確認を行うこととした。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 実地棚卸立会者の確認証跡 

 （交通局総務経営課） 

 実地棚卸数量が記入された集計用シ

ートに、立ち会い者の確認証跡が見受

けられない。 

立ち会い者の確認証跡がないと、実

地棚卸作業を担当者単独で実施してい

るのではないか、また記入された数量

が現物の数量と合致しているのか等の

疑問が残る。 

 よって、貯蔵品の実在性に疑義があ

る可能性が高いと判断される。実地棚

卸作業時に、立ち会い者の確認証跡を

記録することが必要である。 

 

 

 監査の意見を踏まえ、令和６年度３

月期の実地棚卸作業時から、立ち会い

者の確認証跡を記録することとした。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 折尾案内所の敷金処理の不備 

 （交通局運輸サービス課） 

 敷金３９０，０００円を支出した令

和３年度の支払手数料として処理して

いた。敷金とは、賃貸契約に関連して

支払われる金額で、契約終了時に物件

を明け渡すと返還される預り金である

。そのため、契約終了時に全額返還さ

れる場合は経費ではなく資産に計上さ

れる。なお、退去時に返金されなかっ

た部分の金額は、経費として計上され

る。 

 折尾案内所の賃貸借契約書第６条第

４項で敷金の返還について記載があり

、支出した敷金のうち、原状回復費用

に充当された金額を控除した差額を交

通局へ返還する旨の内容である。 

 したがって、敷金を支出した年度の

処理としては下記の仕訳登録が必要で

あった。 

（借方）敷金３９０，０００円  

／（貸方）預金３９０，０００円 

 今後、敷金が発生する取引がある場

合、固定資産として計上することが必

要であることに留意いただきたい。 

 なお、令和６年度において過年度の

仕訳を修正登録する場合、下記の仕訳

を登録することになる。 

（借方）敷金３９０，０００円  

／（貸方）過年度修正利益（または

雑収益）３９０，０００円 

 

 

 監査の意見を踏まえ、令和６年度決

算において、令和３年度に費用計上し

た敷金について下記のとおり修正仕訳

を行い、固定資産の敷金として計上し

た。 

 

（借方）敷金３９０，０００円 

 ／（貸方）過年度損益修正益３９

０，０００円 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 リサイクル料金の資産計上漏れ 

 （交通局運輸サービス課） 

 車両の購入にかかるリサイクル料金

は投資その他の資産のリサイクル預託

金に計上するものとして明示されてい

る。 

 交通局における投資その他の資産の

内訳は保証金が計上されており、リサ

イクル預託金の計上は見受けられない

。 

 令和５年度において、手数料に計上

されているリサイクル料金は２８２，

４８０円（＝４７，０８０円／台×６

台）であり、投資その他の資産のリサ

イクル預託金として計上することが必

要であった。 

 あるべき仕訳 

  投資その他の資産 リサイクル預

託金２８２，４８０円  

／現金及び預金２８２，４８０円 

 なお、｢公営企業会計の適用の推進

について｣（総財公第１８号 平成２７

年１月２７日 総務大臣発）等を踏ま

えて、平成２７年度から令和４年度に

購入した車両にかかるリサイクル料金

についても投資その他の資産のリサイ

クル預託金として計上することが必要

である。 

 固定資産台帳を閲覧した結果、平成

２７年度から令和４年度に購入された

車両は少なくとも３０台以上見受けら

れる。担当部課にて影響額を算出し、

 

 

 監査の意見を踏まえ、リサイクル預

託金制度が始まった平成１７年１月以

降、令和５年度までにリサイクル料金

を手数料で計上していた現存する車両

１０４台分について、令和６年度決算

において下記のとおり修正仕訳を行い

、固定資産のリサイクル預託金として

計上した。 

 

（借方）リサイクル預託金４，２７

９，８９０円 

  ／（貸方）過年度損益修正益４，

２７９，８９０円 

13



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

下記の仕訳を令和６年度に登録検討す

ることが必要である。 

  投資その他の資産 リサイクル預

託金××円  

／過年度損益修正益（または雑収

益）××円 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

 財務会計システムのユーザー管理の

不備 

 （交通局総務経営課） 

 財務会計システムの利用は、ユーザ

ーごとのＩＤとパスワードにより管理

されているが、パスワード、利用者Ｉ

Ｄの棚卸についての明確な方針が定め

られていない。パスワードについて具

体的なルールはなく、設定は各ユーザ

ーに委ねられている。また、監査人が

ユーザー一覧を閲覧したところ、退職

や異動によってすでに交通局に所属し

ていないユーザーのＩＤが削除されず

にそのまま残っているものが４件（令

和５年４月異動２名、令和６年４月異

動１名、令和６年３月退職１名）発見

された。  

 財務会計システムへの不適切なアク

セスを防止する観点から財務会計シス

テムの利用は、必要最小限に留めるべ

きであり、異動や退職等でＩＤが不要

になる場合は速やかにＩＤを削除する

とともに、定期的にＩＤの棚卸を実施

し、不要なＩＤが残っていないか確認

しておくことが必要である。 

 

 

 

 監査の意見を踏まえ、財務会計シス

テムのユーザー管理については、速や

かにＩＤの棚卸を実施し、不要なＩＤ

は削除した。 

 今後は、職員の異動や退職等でＩＤ

が不要になる場合は速やかにＩＤを削

除することとし、その際に併せてＩＤ

の棚卸を実施するよう改めた。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ミニチュアカーの在庫計上漏れ 

 （交通局運輸サービス課） 

 たな卸資産は販売を目的として所有

する資産をいうものである。外部業者

へ販売を委託しているが、手数料を除

いた販売代金を受領していることから

、当該ミニチュアカーは交通局の商品

として貸借対照表の流動資産へ計上す

ることが必要であったといえる。 

今後、同様の事象が発生した場合、

商品として計上することが必要である

。 

 

 

 ミニチュアカーについては令和５年

度末をもって在庫がなくなったことか

ら、令和６年度決算における修正仕訳

は発生しないが、今後同様の事象が発

生した場合はたな卸資産として貸借対

照表の流動資産に計上する。 

 

16



６ 監査の結果（意見）に基づく措置状況 

 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 運転者不足への対応 

 （交通局総務経営課・運輸サービス

課） 

【公共交通施策全体に関する意見】 

 運転者不足により、貸切バス、受託

バスの運行に制約が生じており、「乗

合バスの売上減を貸切バスや受託バス

で補う」これまでの収益のスキーム維

持が困難という意味で、市営バス事業

の根幹にかかわる課題として顕在化し

ている。 

  今後いかにして運転者を確保してい

くのかについては、処遇改善や勤務体

制の整備など、「北九州市営バス事業

あり方・役割検討会議」にて、具体的

に方向性を検討していくものと考えら

れる。 

 昨今の処遇改善で給与水準をアップ

することは重要であるが、それでも他

業種、また同業他社との比較において

は見劣りすると予想される。単に給与

水準だけでなく、勤務形態を柔軟にし

、希望に沿う勤務ができる組織づくり

も望まれる。 

  運転者の勤務時間や休憩時間を管理

し、バス運行の安全性を確保する運行

管理者は、シフト作成の複雑さのため

、勤務実態の把握や給与計算への反映

に手間がかかると思われるが、例えば

、運行記録の登録や、走行距離の把握

 

 

  

 

勤務形態について、ライフスタイル

に合わせた勤務等、複数の選択肢を設

けることは重要であると認識している

。 

 運転者の運行管理については、勤務

管理システム及び給与計算管理システ

ムを既に使用しているが、このシステ

ムは、導入から年月が経っており、Ｄ

Ｘを活用するにはアップデートや最新

型に更新するなどの対策が必要となっ

ている。更新には、多額の費用が必要

となるため、導入のタイミングなど、

引き続き検討していきたい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

、労務管理のデータ集計など、車両管

理ソフトを導入することで、希望に沿

うような運行管理を可能とする等、Ｄ

Ｘ化を活用しながら採用の多様化を可

能とすることも考えられる。そのため

の投資も含め総合的な検討が必要であ

ろう。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 バス需要の減少傾向への対応 

（交通局運輸サービス課） 

【公共交通施策全体に関する意見】 

  周辺人口の減少とバス需要の減少傾

向に歯止めがかかっていない。 

  しかし、利用者目線での需要を把握

しているのか、再度見直すことも必要

であると思われる。「北九州市営バス

事業あり方・役割検討会議」第１回に

おいて、「バス路線網が数十年単位で

変わっていないこと自体が異例であり

、需要の把握が行い切れていないので

はないか」との提言があった。 

需要の把握のためのデータの分析は

極めて重要である。 

例えば、交通系ＩＣカードによる鉄

道やバスの運賃決済が導入されたが、

その決済記録として、交通を利用した

日時や時刻、路線、乗車・降車場所、 

大人／子供、運賃、券種（都度払い、

定期券など）が記録されている。この

データをさらに分析すれば、公共交通

の需要特性を把握できる。これらをバ

ス路線網の見直しや今後の運賃決定、

需要の喚起にもつなげられると考える

。 

今までほとんど行えていなかったデ

ータ分析が可能となった契機は、ｎｉ

ｍｏｃａを導入したことでデータを確

保できるようになったからであると考

えられる。今まで分析できるようなデ

ータ自体を十分に持ち合わせていなか

 

 

 

 「ｎｉｍｏｃａ」導入前の「ＩＣひ

まわりバスカード」もｎｉｍｏｃａ同

様に乗降データを活用し、路線網の大

幅な変更は行っていないものの、運行

経路の新設や変更及び廃止と運行便数

の設定を行っていた。 

 しかしながら、乗降データの分析に

は多大な工数がかかり、時間や労力を

必要としていた。 

令和３年に「ｎｉｍｏｃａ」を導入

した後は、ＤＸを専門とする企業へ「

乗降データ分析業務」の委託を行い、

乗降データ等の見える化や統計化が容

易となった。 

令和７年４月のダイヤ改正では、分

析された乗降データを活用し、需要を

把握した上で、運行本数や時刻設定を

行った。 

今後は、ＤＸ専門の企業の新たな仕

組みである人流データ等も活用し、ス

ピード感をもって、バス路線の見直し

を進める。 

 また、令和７年７月に、若松区響灘

地区交通対策連絡会議において、市の

企業誘致担当部署、若松区役所、響灘

地区の立地企業による地区の交通問題

等の意見交換を行い、地域の生活の足

を担う交通事業者として、バスの積極

的な活用等の提言を行った。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

ったことからすると、今後の打ち手は

、データを基礎として対策を検討でき

ることになるため、今後の分析および

それに係る対応には期待したい。なお

、ｎｉｍｏｃａ等のデータを分析する

とともに、さらに最近であれば、人々

の移動全体をとらえる携帯電話の空間

統計データや決済データを組み合わせ

ると目的地側の移動需要をとらえるこ

ともできる可能性がある。いろいろな

分析を組み合わせ、需要の把握と対応

策を検討することが望まれる。 

  また、交通需要の変化は、市の街づ

くりや政策の在り方で大きく変化する

。今後の市政のありかた次第で市全体

、若松区の交通需要は変わる。市民・

区民が満足感を得られるような交通需

要を作り出していくのも政策のひとつ

であろう。より利用のしやすい公共交

通ネットワークを生み出していくのは

北九州市全体での政策であろうが、地

域の足を守ることに加え、例えば、若

松区における企業の立地を念頭に、通

勤需要への対応による営業係数の良好

な路線の運行や、若松区での観光振興

の取組みによる交通需要への対応など

、関係部局との連携も含めて交通事業

者の立場で提言していけば、ひいては

それが北九州市の付加価値を高め、北

九州プライドを醸成させていくことに

なると思われるため、効果的な提言が

望まれる。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 市営バス事業の財政状況の悪化への

対応 

 （交通局総務経営課） 

【公共交通施策全体に関する意見】 

 財政状況の悪化は、乗合バス事業部

門の赤字が主な原因である。乗合バス

における収入増加は基本的に運賃のア

ップと乗客数の増加しかない。 

 今後運賃体系の見直しは、「北九州

市営バス事業あり方・役割検討会議」

等にて検討されるものであるが、運賃

体系の今までの推移を確認したところ

、近隣他社と比較しても低く抑えられ

ている。 

 今の物価上昇の局面において、燃料

費の高騰や、処遇改善の影響、安全・

環境やサービス向上への投資などの要

因からくる経費の増加は、企業努力に

よる経費削減だけでは賄いきれない。 

 必要経費を適切に賄い、今後の事業

計画に資する資金を確保できる利益を

生み出し、収支均衡を目指すためには

、運賃アップについて早急に検討され

ることが望まれる。 

 

 

 

  

監査の意見を踏まえるとともに、令

和６年度に実施した「北九州市営バス

事業あり方・役割検討会議」での意見

を踏まえ、令和７年度の次期計画策定

の中において、運賃体系の見直しにつ

いて検討を進めていく。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 備品の管理の様式と運用方法の統一

化 

 （交通局総務経営課・運輸サービス

課） 

 備品(取得時に費用処理される少額

のものおよび固定資産に計上される高

額のもの)には個別に管理番号の付さ

れたシールが添付され、各部署で１品

目ごとに「物品管理台帳」または「備

品管理台帳」を起票し、当該資産の管

理番号、品名、購入価格等を記載して

ファイルに連番で綴じている。監査人

が各部署の「物品管理台帳」または「

備品管理台帳」ファイルの通査および

現物の実査を実施したところ、下記事

項が検出された。現状、各部署で様式

や運用が異なるケースが散見されるた

め、様式や運用方法を統一することが

望まれる。 

 ●備品の管理番号は自動ではなく手

作業で採番し、１枚ずつ伝票を起

票しているため連番管理が困難と

なっており、同じ部署内で異なる

品目に同じ管理番号が使用されて

いるものが発見された 

 ●サンプルで現物確認を実施したが

、現物がすでに存在しないものが

ある 

 ●現物廃棄の際に現物から管理番号

シールを剥がして管理台帳に貼っ

ている部署とそうでない部署があ

る 

 

 

 

  

平成３１年４月に交通局内に周知し

た「物品管理台帳の作成について」に

基づき、物品管理台帳で管理すべき備

品の取得や廃棄にあたっては各所属に

おいて帳簿等を正確に整備するなど、

局内へ通知し、物品管理の取扱いにつ

いて改めて徹底を図った。 

 

〈参考〉 

 平成３１年４月に周知した内容は、 

 ・物品管理台帳の様式 

 ・整理番号について、係ごとに「西

暦下二桁＋２桁」の４桁で採番 

 ・物品の廃棄の決定後、台帳に廃棄

年月日を記載して別途保管 

               など 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 ●「物品管理台帳」を使用している

部署と「備品管理台帳」を使用し

ている部署が混在しており、様式

が統一されていない 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 固定資産の減価償却開始時期の検討 

（交通局総務経営課） 

 減価償却の目的は、費用配分の原則

に基づき、固定資産の取得原価をその

耐用年数における各事業年度に配分し

、適正な費用配分を行うことによって

、毎期の損益計算を正確に行うことに

ある。固定資産の減価償却開始時期に

ついて「北九州市交通局会計規程」で

は、下記のとおり固定資産を取得した

年度の翌年度から開始するものとされ

ており、その通りに運用されている。

固定資産の取得が年度末に集中する場

合には実質的に翌年度から使用開始す

るためこの方法が実態に合うと考えら

れるが、交通局の令和５年度に取得し

た固定資産の取得価額および取得月か

ら減価償却を開始した場合の減価償却

費は下記のとおりである。 

 表のとおり、年度末の３月での取得

件数は多いものの、４月や５月など期

中での取得金額も大きく、特に期中に

車両を取得した場合は減価償却費に与

える影響が大きい。資産の減価は使用

開始に伴って発生すると考えられるた

め、期中から使用を開始しているにも

かかわらず翌年度から減価償却を開始

すると期中の使用に係る減価償却費が

計上されない。一方、資産を使用する

ことによって発生する収益は先行して

計上されるため収益と費用が対応せず

合理的ではない。また、「地方公営企

 

 

 減価償却額については、地方公営企

業法施行規則（以下「規則」という。

）第１５条第１項において「当該事業

年度開始の時における帳簿原価」また

は「帳簿価額」を元に算出することと

されており、交通局会計規程第１２４

条においても「減価償却は、固定資産

を取得した年度の翌年度から開始」と

定め、規定どおりに実施しているもの

である。 

 意見において記載のある「１０百万

円以上の損益のゆがみが生じるような

影響額が大きいもの」は、令和５年度

当初に取得したＥＶバス及び関連設備

のことと思われるが、これは令和４年

度補正予算の繰越により年度当初に取

得した稀なケースである。バス車両な

ど高額な固定資産の取得は当初予算に

計上し、車両の製造や設備の架装など

一定の期間を要して年度末までに取得

しており、通常、年度当初に取得する

ことはないと想定される。 

 今後、１０百万円以上の損益のゆが

みが生じるような影響額の大きい固定

資産を取得した際は、意見を踏まえた

対応を行ってまいりたい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

業法施行規則」では、「各事業年度の

中途において取得した有形固定資産の

減価償却については、第一項の規定に

準じ使用の当月または翌月から月数に

応じて行うことを妨げない。」とされ

ており、実態に合わせた会計処理とし

て、事業の用に供した時期から減価償

却を計上することを否定しているわけ

ではない。 

 現在の会計規程では、固定資産を取

得した翌年度から開始することが規定

されているが、会計処理の原則である

収益費用の対応原則に則り会計処理を

実施することを妨げるものではない。

会計規程で定められた翌年度からの減

価償却費の計上を、より実態に即した

会計処理をすることによって、収益費

用の対応のゆがみを是正できるのであ

れば、より積極的に減価償却費の計上

を検討する余地はあるものと思われる

。 

 特に、１０百万円以上の損益のゆが

みが生じるような影響額が大きいもの

については、全体の事業規模からする

と看過しがたい。３月末に計上された

もの以外については、理論償却額との

差額を検討したかどうかを確認するこ

とが望まれる。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 減損の兆候の判定 

 （交通局総務経営課） 

 令和３年度・令和４年度の減損の兆

候の判定においては、業務活動から生

じるキャッシュ・フローがマイナスで

あったにも関わらず、令和２年度決算

において認識の判定を実施したことを

理由に、減損の兆候には該当しない（

業務活動から生じるキャッシュ・フロ

ーが２期連続マイナスにはあたらない

）と判定している。しかし、「地方公

営企業が会計を整理するに当たりよる

べき指針 第四章 第一節 第三 減

損会計」に基づけば、令和３年度・令

和４年度においても、減損の兆候あり

と判定し、各年度において認識の測定

を実施すべきであったと考える。今後

の、減損の兆候の判定に当たっては、

ご留意いただきたい。 

 

 

 今後の減損の兆候の判定にあたって

は、意見を踏まえた対応を行ってまい

りたい。 

 なお、令和５年度及び令和６年度決

算については、業務活動から生じるキ

ャッシュ・フローがプラスであったた

め、減損の兆候には該当しないと判定

している。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 電話回線の使用状況の確認作業 

 （交通局総務経営課） 

 電話加入権について、電話回線の使

用の有無を確認することが望ましい。

使用の有無を確認後、使用していない

電話回線がある場合、使用していない

電話回線にかかる取得金額を費用処理

することを検討することができる。よ

って、電話回線の使用状況の実態を明

らかにすることが必要である。 

 

 

 監査の意見を踏まえ、使用の有無を

確認することができる会社と調整中で

ある。調整後、速やかに使用状況に合

わせた対応を行うこととする。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 その他引当金の取り崩し 

（交通局総務経営課） 

 下記仕訳において、営業外未収金を

計上せず、預り金と雑収益の仕訳を登

録することで仕訳の登録作業回数を減

らすことができる。作業を効率化した

ほうが望ましい。 

 

伝票№１６２７１ 令和５年１１月６

日起票 

  営業外未収金７，４４９，２３６円 

／雑収益７，４４９，２３６円 

伝票№１６２７２ 令和５年１１月６ 

日起票 

 預り金７，４４９，２３６円 

／営業外未収金７，４４９，２３６ 

円 

伝票№１６２７４ 令和６年３月３１

日起票 

 その他引当金７，４４９，２３６円 

／未収金７，４４９，２３６円 

 

 

 監査の意見を踏まえ、１件の仕訳に

おいて同じ日に同じ勘定科目が借方と

貸方に生じる場合はこれを略するなど

、今後の仕訳では振替の効率化に取り

組む。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 実地棚卸の記録方法 

 （交通局運輸サービス課） 

 実地棚卸の数量を記入する際に、鉛

筆やシャープペンシルを使用している

。棚卸立会作業終了後の数量の改ざん

を防止するために、ボールペンを使用

することが望ましい。 

 なお、現金業務における運賃の紙幣

を数えて紙幣精算報告書へ数量を記入

する際には、ボールペンを使用してい

ることから、実地棚卸の数量を記入す

る際にもボールペンの利用を厳守して

頂きたい。 

 

 

 監査の意見を踏まえ、令和６年度３

月期の実地棚卸から、改ざん防止を目

的として、数量記入はボールペンを使

用することとした。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 古い乗車券の管理 

 （交通局総務経営課） 

 交通局の２階のロッカーの中にすで

に期限が切れている古い乗車券（例：

２０２２年６月期限）の束が大量に保

管されていた。古い乗車券を保管する

意義はなく、誤った利用防止や保管場

所の確保の観点から不要な乗車券は適

時に処分しておくことが望まれる。ま

た、不要な乗車券が大量に残らないよ

う需要を見越して発注量を調整するこ

とも望まれる。 

 

 

 監査の意見を踏まえ、令和６年度中

に廃棄を実施した。なお、古い乗車券

は旧福祉優待乗車証であり、現在はｎ

ｉｍｏｃａに移行しているため、新た

に旧福祉優待乗車証を発行することは

ない。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 退職給付引当金計算時の除算期間の

反映 

 （交通局総務経営課） 

 交通局では簡便法である期末要支給

額を退職給付引当金として計上してい

る。この期末要支給額の計算は、下記

の要素別に計算される。 

 

基本額 給与月額に退職支給率

を乗じて算定される。 

なお、退職支給率は、

勤務年数に応じて決定

される。 

調整額 職種と給料級に応じて

調整月額が決定され、

当該調整月額に勤務月

数を乗じて算定される

。 

 

 基本額の算定に当たっては、計算の

対象となる職員に関して過去に休業期

間が存在する場合には、当該期間を除

算期間として取扱い、退職給付引当金

を計算することとなっている。しかし

、交通局では当該除算期間の情報を保

持していないため、現状の退職給付引

当金計算においては除算期間を考慮外

としており、結果として、退職給付引

当金の過大計上の恐れがある。なお、

交通局において除算期間の情報を保持

していなかったため、正確な影響額に

ついては算定していない。 

 

 

 

 監査の意見を踏まえ、令和７年度決

算から、人事担当部署からの情報提供

を受け、除算期間を考慮して退職給付

引当金額を算定することとした。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 現在、退職給付引当金の計算におい

ては、給与情報の情報提供元である総

務市民局人事部給与課から給与情報等

を入手し、交通局にて実施している。

そのため、今後においては追加で除算

期間に関する情報を入手して交通局に

て退職給付引当金の計算を実施する、

または、詳細な人事情報を保有する総

務市民局人事部給与課において退職給

付引当金を計算し、当該結果を共有し

てもらうなどの方法により、適切に除

算期間を反映されることが望ましい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 賞与引当金の算定基礎金額の対象年

度の適切性 

 （交通局総務経営課） 

 賞与引当金を算定する際の基礎金額

について、令和６年３月３１日時点の

賞与引当金を計上する場合、令和４年

６月の期末手当支給実績額を使用して

いる。 

 令和５年６月の期末手当支給実績額

を使用して賞与引当金を算出し仕訳を

登録することが望ましい。前年度の実

績を利用するよりも当年度の実績を利

用するほうが賞与金額の実態を反映さ

せて賞与引当金を計算することができ

る。 

 

 

 

 監査の意見を踏まえ、令和６年度決

算において当年度の実績により賞与引

当金を算定した。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 賞与引当金の計算根拠の適切性 

 （交通局総務経営課） 

 賞与引当金は過去の実績に基づいた

金額で見積り計算されている。人事情

報を管理している部課より仕訳登録に

必要な情報を入手し仕訳を登録する過

程を整備運用することが望ましい。 

 具体的には、給与課にて期末決算時

に、交通局内の賞与引当金対象者の情

報（個人別の給与額、支給月数など）

を基に翌事業年度の夏季賞与金額を算

定してもらう。算定した結果を交通局

の総務経営課担当者へ共有する。 

交通局の総務経営課担当者は、給与

課より入手した夏季賞与の算定結果資

料の金額に基づき、賞与引当金の仕訳

を登録する。 

 上記の流れで生成された賞与引当金

の金額が実態を反映した金額内容であ

るため、給与課を含めた業務の見直し

等を実施することが望ましい。 

 

 

 期末決算時の賞与引当金対象者は、

原則、当年度の夏季賞与支給対象者と

同一であるため、令和６年度決算から

、当年度の夏季賞与金額をもとに、賞

与引当金を算定することとした。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

 経理人材の体制構築と異動時期の適

切性 

 （交通局総務経営課） 

 地方公共団体が、自動車運送事業を

経営する場合、当該事業には地方公営

企業法第２条第１項の規定が全適用さ

れる。つまり、交通局（北九州市営バ

ス）は、公営企業会計の適用をうけ、

現金の収入支出のみを把握する一般会

計とは異なり、民間の企業会計と同様

に損益計算書や貸借対照表などの財務

諸表を作成する必要がある。 

公営企業会計の適用により、各段階

の損益（営業損益、経常損益、当年度

純損益）が把握されることや、ストッ

ク情報として資産や負債の規模が把握

可能となる。またすべての公営企業は

同一の会計ルールで、貸借対照表、損

益計算書およびキャッシュ・フロー計

算書などの財務諸表が作成されること

から、多面的に他の公営企業との比較

が可能となるメリットがある。 

 その一方、公営企業会計は一般会計

と大きく異なる会計処理を行うため、

市営バスなどの公営企業は経理人材の

確保・育成することが非常に重要とな

る。 

 しかし、地方公共団体は一般的に、

どの部署においても３年を目途に異動

が生じる。今まで携わったことのない

経理に突然従事することもあり、引継

ぎが適切に行われたとしても、すべて

 

 

 

 経理業務担当者に係る異動時期や適

正な人員配置については、監査からの

意見を踏まえ、今後、人事当局と協議

していきたい。 

 なお、外部の専門家からアドバイス

を受けられる体制整備については、他

の事例を参考にしながら今後検討して

いきたい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

を完全に引き継ぐことは、非常に困難

である。 

 また、北九州市の場合、通常、係長

は４月１日付、係員は４月下旬に異動

するため、３月末で期末決算を迎える

公営企業会計の経理業務は、新規で従

事する担当者が非常に難しい決算から

業務を開始することになる。 

 さらに、公営企業会計の決算は、毎

年５月３１日までに地方公共団体の長

に提出しなければならないこととされ

ており、一般会計等に比べて決算の確

定が早くなっていることも新規で従事

する担当者の負担となっている。 

 このような状況下において正確かつ

効率的に業務遂行しなくてはならない

決算業務に、新しく担当する職員が苦

労して対応していることは想像に難く

ない。 

 特に、交通局では、経理係の係員を

令和元年度から１名体制としており、

異動時には前任者と入れ替わる形で、

実務経験者がいない中、決算における

消費税納税計算や期中における複式簿

記など行政にはない特殊な会計処理を

行うため、過度な負担となっている。 

 今後の円滑な業務遂行のためにも、

経理業務担当者は決算の目途がつく６

月末での異動や、適正な人員配置を検

討することが望まれる。人事異動時期

の変更は、交通局だけではなく、北九

州市の組織全体に係ることであるため
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

、非常に難しい面があると思われるが

、決算および経理業務の円滑化のため

、また、職員の負担の軽減にもなるこ

とを考えると考慮する価値があると判

断しうる。 

 また、経理業務は、税制改正などの

法令改正に伴って変化することもあり

、引継書やマニュアル作成で十分とは

言えず、必要に応じて外部からのアド

バイスを受けられるような体制も望ま

れる。 

 今後、検討していただきたい。 

 

37



 

北九州市監査公表第１５号  

  令和７年１１月１７日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         梅 田 久 和  

同         鷹  木  研一郎  

同         大久保  無 我  

 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。 

 

１ 監査の種類 

定期監査 

 

２ 措置を講じた局等 

八幡西区役所 

八幡東区役所 

 

３ 監査の期間 

令和６年１１月７日から令和７年５月２２日まで 

 

４ 監査公表の時期                            

令和７年７月２９日（令和７年監査公表第８号） 

 

38



 

５ 監査の結果に基づく措置の状況 

（１）区役所  

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 支出事務 

（ア）備品購入手続きについて 

  （八幡西区役所コミュニティ支援 

  課） 

 八幡西区コミュニティ支援課が執行

した令和５年度の市民センターの備品

購入にあたり、技術監理局契約課にお

いて入札により一括して契約すべきも

のを、市民センターごとに発注を分割

して担当課で契約していた。 

その結果、１者からの見積りにより

担当課で契約できる随意契約となり、

価格面での競争性が確保されていなか

った。 

市副市長以下専決規程及び市区長以

下専決規程では、備品の調達に係る契

約について、契約金額が１０万円を超

え５００万円以下の場合、契約決裁権

者は契約課長と定められている。 

また、市予算規則では、最少の経費

をもって最大の効果をあげるよう計画

的かつ効率的に執行しなければならな

いとされている。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 

 

 

 

 今回の指摘を受けて、令和６年２月

から、月１回開催の市民センター館長

会議やブロック会議等を通じて各市民

センターの備品の要望を把握すること

とし、係長と職員が連携・確認のうえ

同じ備品をまとめて発注できるよう処

理方法を見直した。 

 今後同様の間違いが生じないよう、

見直した点について業務マニュアルの

変更を行い、令和６年３月１１日に実

施した事務改善会議で、業務マニュア

ルの変更内容を課内に周知徹底した。 

 

 

 

39



 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

イ 契約事務 

（ア）契約事務について 

  （八幡東区役所まちづくり整備課 

  ） 

 八幡東区まちづくり整備課が執行し

た令和５年度皿倉簡易専用水道維持管

理業務委託（受水槽）にかかる指名競

争入札手続きにおいて、１回目の入札

で落札となるべき同価の入札をした者

が２者あったが、くじによることなく

、２者を対象として再度入札を行い、

落札者及び落札金額を決定していた。 

 この結果、落札者に対して、本来契

約金額とすべき１回目の入札金額を下

回る金額で契約を締結させるとともに

、２回目の入札で落札できなかった者

に対しても、くじにより、１回目の入

札金額で契約できる機会があったにも

かかわらず、２回目の入札を行うこと

で、その機会を喪失させていた。 

さらに、指名競争入札の手続きに誤

りがあったことを把握した後も、技術

監理局に協議することなく、放置して

いた。 

指名競争入札については、地方自治

法施行令等の諸規定において、事務手

順等が定められている。 

適正な事務処理をされたい。 

  

 

 

 

 

 今回の指摘事項については、令和６

年１２月の実査時に指摘を受けた後、

直ちに課内で共有し、業務委託契約事

務の手引き等、契約に関する事務手順

を再確認するよう注意喚起を行った。 

また、委託契約等の入札にあたって

は予定価格を下回る同価の入札があっ

た場合の対応について、入札時に使用

する入札の執行の手順書に加筆し、課

内共有した。 

さらに、監査の結果を受け、令和７

年５月２８日及び６月２６日に開催し

た事務改善会議において、監査結果の

内容について、適正な事務処理を行う

よう改めて周知・徹底を図った。 

また、契約に係る誤りを把握した際

には、速やかに技術監理局や総務企画

課に報告し適切な対応をとることを確

認した。 

なお、区役所全体の取組みとして、

令和７年６月３日に開催した八幡東区

役所幹部会において今回の指摘事項を

周知し、入札時の適正な執行を徹底す

るとともに、各所属において適正な事

務処理のルールの確認等を行うことと

した。 
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北九州市監査公表第１６号 

令和７年１１月１７日 

 

北九州市監査委員  中 西 満 信 

同         梅 田 久 和 

同         鷹 木 研一郎 

同         大久保 無 我 

 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。 

 

１ 監査の種類 

定期監査（工事監査） 

 

２ 措置を講じた局等 

小倉南区役所 

八幡西区役所 

戸畑区役所 

若松区役所 

 

３ 監査の期間 

令和６年１０月２１日から令和７年５月２２日まで 

 

４ 監査公表の時期 

令和７年７月２９日（令和７年監査公表第１１号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）  区役所 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 工事費の積算について 

（小倉南・八幡西区役所まちづくり

整備課） 

［４７］長野横代２号線舗装補修工事 

［５２］横代中央公園整備工事 

[７７] 国道２００号（茶屋の原二丁

目）舗装補修工事（４－１） 

上記３件の工事は、小倉南区及び八

幡西区において、道路の舗装補修及び

公園の遊具更新を行うものである。 

 土木工事における工事費の積算は、

土木工事標準積算基準書又は土木工事

標準積算基準（一括諸経費基準）（以

下「土木積算基準等」という。）に基

づいて、間接工事費（共通仮設費、現

場管理費）は、施工地域を考慮した率

の補正や一括諸経費の適用を行うこと

になっている。 

 しかしながら、これらの工事は、施

工地域を考慮した補正の適用条件であ

る施工地域区分の選択において、地理

院地図による人口集中地区（ＤＩＤ地

区）の確認を行わず、誤った施工地域

区分による間接工事費の補正又は一括

諸経費の算定を行ったため、不適切な

積算となっていた。 

工事費の積算にあたっては、土木積

算基準等を遵守し適正に行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

（小倉南区役所まちづくり整備課） 

［４７］〔５２〕 

１ 指摘事項が生じた原因 

今回の指摘内容は、間接工事費の積

算における施工地域区分の選択につい

て、地理院地図による人口集中地区（

ＤＩＤ地区）の確認が十分でなかった

ことが原因で生じたものである。 

 

２ 再発防止策 

 今後、同様の間違いが生じないよう

に、工事起工時に施工箇所付近の地理

院地図等人口集中地区（ＤＩＤ地区）

が確認できる図面を設計図書に添付す

るとともに、最新版のチェックリスト

を基に担当者、審査者、設計担当係長

による施工地域区分選択の確認を行う

こととした。 

 

３ 職員への周知 

 課内の職員に対して、令和７年６月

１２日に事務改善会議を実施し、指摘

内容と改善策について周知を行い、再
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

発防止の徹底を図った。 

 

（八幡西区役所まちづくり整備課） 

〔７７〕 

１ 指摘事項が生じた原因 

今回の指摘は、工事発注直前に施工

範囲を見直したことで、人口集中地区

（ＤＩＤ地区）から外れたが、人口集

中地区内であるとの思い込みが原因で

生じたものである。 

 

２ 再発防止策 

今後、同様の問題が生じないように

、工事発注時のチェックリストにおい

て、「地理院地図（人口集中地区）の添

付」を追加し、最新版のチェックリス

トを基に担当者、審査者、設計担当係

長による施工地域区分選択の確認を行

うこととした。 

 

３ 職員への周知 

課内の職員に対して、令和７年３月

４日に、今回の指摘内容を踏まえた研

修を行い、意見交換を行うなど、再発

防止策の周知、徹底を図った。 

 

 

 

 

 

 

注・・［ ］内の数字は、令和７年監査公表第１１号の別表３ 本工事抽出一覧表の番号を示す 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

イ 特定建設作業の届出に関する指導

の徹底について 

（八幡西区役所まちづくり整備課） 

［８１］国道１９９号（日吉台一丁目

）災害防除工事 

本工事は八幡西区において、道路の

り面にモルタルを吹付けて保護を行う

法面枠工事である。 

騒音規制法では、建設工事として行

われる作業のうち、著しい騒音を発生

する作業を行う者は、特定建設作業の

実施の届出が義務付けられている。ま

た、市請負工事監督要領において、監

督員は、工事の設計図書その他の関係

書類を熟知するとともに、受注者に対

し適切な指示等を行うことで、工事の

適正な施工を確保しなければならない

ことになっている。 

しかしながら、本工事では、騒音規

制法で特定建設作業として届出が義務

付けられている空気圧縮機を使用した

作業を行っていたにもかかわらず、必

要な届出がなされていなかった。 

工事の監督に際しては、設計図書そ

の他の関係書類により、実施する作業

が特定建設作業に該当するか確認を行

い、特定建設作業を行う場合には適正

に届出を行うよう指導するとともに、

履行の確認を徹底されたい。 

 

 

 

 

 

１ 指摘事項が生じた原因 

今回の指摘は、本工事において使用

した「空気圧縮機」が騒音規制法にお

いて、特定建設作業として届け出が義

務付けられていることを理解していな

かったことが原因で生じたものである

。 

 

２ 再発防止策 

指摘内容を踏まえ、再発防止策とし

て、技術監理局が施工計画書点検チェ

ックリストを改訂するとともに、工事

担当部署へ注意喚起の通知を行うこと

となった。 

 

３ 職員への周知 

課内の職員に対して、令和７年３月

４日に、今回の指摘内容を踏まえ、騒

音・振動の規制に関する研修を行うと

ともに、請負業者に対して、届出の確

認を徹底することとした。 

 

 

 

 

 

 

注・・［ ］内の数字は、令和７年監査公表第１１号の別表３ 本工事抽出一覧表の番号を示す 

44



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ウ 有害物質を含む塗膜くずの処理に

ついて 

（戸畑区役所まちづくり整備課） 

［９９］若戸大橋（上り線）道路照明

灯基礎設置工事（５－２） 

本工事は、若戸大橋上り線の道路照

明灯の基礎を交換するものである。工

事に際し、基礎と干渉する部分の塗装

を除去し、塗装の塗替を行っていた。 

塗装を除去した際に発生する塗膜く

ずに鉛などの有害物質が基準値を超え

て含まれている場合、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律（以下「廃棄物処

理法」という。）により、その塗膜く

ずは特別管理産業廃棄物とされ、通常

の産業廃棄物よりも厳格な管理と処理

が求められている。また、土木工事共

通仕様書では、塗膜くずなどの建設副

産物の処理について、廃棄物処理法を

遵守した適正処理方法を施工計画書に

記載させることとなっている。 

しかしながら、本工事で発生した塗

膜くずは特別管理産業廃棄物に該当す

るものであったが、施工計画書に適正

処理方法の記載がなく、保管や運搬が

適正に管理されていることを確認でき

る写真もなかった。 

また、市請負工事監督要領では、工

事の完成を確認した後に検査要求をす

ることになっているが、本工事では、

塗膜くずの処理が終わっていないにも 

かかわらず、検査要求の手続を行い、 

 

 

 

 

 

今回の指摘内容は、変更施工計画書

への廃棄物処理に関する記載や保管・

運搬状況の写真管理について、双方の

理解不足により工事書類に不足が生じ

、また工事は未完成であったが、受注

者と処分業者との契約締結を確認でき

たことから、塗膜くずが適正に処理さ

れると判断し、完成検査を受けたもの

である。 

指摘内容を踏まえ、再発防止策とし

て、契約工期内の工事完成を徹底する

とともに、工期内の工事完成が困難な

場合は、適切な時期に未完成部分の減

額変更やその他の対応策を確実に講じ

ることとした。更に、技術監理局及び

環境局に働きかけた結果、連名による

通知（令和４年３月１６日付け「建設

工事に伴って発生する産業廃棄物の適

正な処理について（注意喚起）」を令

和７年７月２９日付けで再度通知して

もらうことで、同様な工事を担当する

関係部署へ注意喚起を行った。 

職員への周知については、まちづく

り整備課の事務改善会議をはじめ、若

戸大橋の長寿命化の事業を推進する都

市整備局の長寿命化対策課、西部整備

事務所工務第二課及び戸畑区まちづく
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

完成検査を受けていた。 

建設副産物の処理については、施工

計画書に廃棄物処理法を遵守した適正

処理方法を記載させるとともに、履行

の確認を徹底されたい。特に、特別管

理産業廃棄物については、健康又は生

活環境に係る被害を及ぼすおそれがあ

るため、その管理や処理の確認を厳格

に行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り整備課で構成する若戸大橋長寿命化

連絡会議において、関係職員に対し周

知徹底を図った。 

 

注・・［ ］内の数字は、令和７年監査公表第１１号の別表３ 本工事抽出一覧表の番号を示す 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

エ 工事の分割発注について 

（若松区役所まちづくり整備課） 

［軽微な工事］北側資材倉庫移設工事 

［軽微な工事］南側資材倉庫移設工事 

上記２件の工事は、若松区役所まち

づくり整備課が他局で使用していたプ

レハブ倉庫２棟を、同課の資材置場に

移設したものである。 

これらの移設工事は、１棟毎に同一

業者と重複した工期で契約を行ってお

り、本来ならば１件にまとめて本工事

として執行するべきものを分割し、２

件の軽微な工事として発注していた。 

軽微な工事の執行要領では、同一時

期、同一場所で発注する工事は、通常

、同一工事として１件の工事とみなす

とし、また、工事の規模からみて、本

工事の執行手続により執行すべき工事

を、この要領による執行をするために

分割して起工してはならないと規定し

ている。 

工事の執行にあたっては、関係規定

を遵守、事務手続を適正に行われたい

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指摘事項が生じた原因 

今回の指摘は、担当者の「軽微な工

事の執行要領」の分割発注禁止の規定

に対する認識不足が原因で生じたもの

である。 

 

２ 再発防止策 

今後、同様の間違いが生じないよう

に、①軽微な工事の執行要領を遵守し

、分割発注しないよう十分留意する。   

また、②どの様な場合が分割発注に

該当するのか具体例を挙げて分割発注

の禁止を業務マニュアルに追記を行っ

た。 

 

３ 職員への周知 

令和７年６月２５日、事務改善会議

を開催し、上記①及び②の内容につい

て課内職員に周知を行い、再発防止の

徹底を図った。 
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